
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
目的成分を含有している処理原液を用い、該処理原液を貯留した容器内に洗浄液を添加し
混合しながら、膜処理によって目的成分を透過液側に移行させるセミバッチシステムであ
って、別途用意された一または複数の目的成分濃度の異なる洗浄液を、目的成分濃度の高
い順番に洗浄に使用し、最終の洗浄には洗浄媒液のみを使用する時間差的な多段向流洗浄
操作を行い、前記の洗浄操作に並行して膜処理を行うことを特徴とする目的成分の分離・
回収方法。
【請求項２】
最も目的成分濃度の高い洗浄液を用いた際の膜処理によって得られる透過液を系外に取り
出し、最終の水等の洗浄媒液のみを使用した洗浄の際の膜処理によって残留液を得、途中
の膜処理による透過液を洗浄液として利用することを特徴とする処理原液を透過液と残留
液とに分離する請求項１記載の目的成分の分離・回収方法。
【請求項３】
目的成分である有価物を含有している処理原液から、有価物を含む透過液を系外に取り出
す請求項１または２記載の目的成分の分離・回収方法。
【請求項４】
目的成分と共に有価物を含有している処理原液から、有価物を含む残留液を分離する請求
項１または２記載の目的成分の分離・回収方法。
【請求項５】
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洗浄媒液が水である請求項１～４のいづれかに記載の目的成分の分離・回収方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術】
本発明は、発酵工業、製薬工業、製糖工業、蛋白質アミノ酸工業、食品工業、染料工業、
顔料工業、化学工業等において、広く行われている目的成分である有価物や不純物である
塩等を分離・回収する方法に係るものである。
より詳しくは、目的成分を含有している処理原液から、洗浄操作と膜処理とを組み合せて
、効率的に目的成分を分離・回収する方法である。
【０００２】
【従来の技術】
前述した各種の工業では、例えば発酵工業、蛋白質アミノ酸工業、製薬工業の場合には微
生物を培養してアミノ酸の製造、醸造、抗生物質の製造等が行われ、発酵ブロス等から、
分離膜、遠心分離機等を用いてアミノ酸等の有価物の含有されている製品液を分離し、さ
らに製品液からスチームを用いた蒸発操作等の方法により目的物質（有価物）を製造する
一方で、分離された微生物菌体が残渣として残される。
また、染料工業、顔料工業、化学工業等において、製造工程で塩析操作が行われており、
その後に不純物となる塩分を除去することが必要となる。
分離残渣中に残留する有価物を回収するに際しては、従来の濾過分離等の方法に代わって
、膜処理を適用することが多くなっている。前述した塩分の除去に際しても膜処理が利用
されている。
【０００３】
以下に発酵工業、蛋白質アミノ酸工業を例に説明すると、発酵ブロスから製品液（有価物
含有液）を分離した後に、残された分離残渣である濃縮菌体と共に残留している有価物を
回収するためには、分離膜を用いて加圧操作により有価物を透過液側に移行させ、先に分
離した製品液と併せて、後工程として蒸発操作等により製品（有価物）を取り出すための
処理を施すことが行われる。
尚、本明細書では前記した各種産業において発酵液等から分離して取り出すべきアミノ酸
等の有用な物質が有価物であり、当該有価物は最終的な製品のみならず、中間体であって
もよい。そして、以下の説明では、有価物を含有する液体を製品液と称する場合もある。
【０００４】
しかしながら、濃縮菌体は最初に製品液（有価物含有液）を分離する過程で、既に濃縮さ
れ、粘度が高くなっているのが普通である。このため、そのまま膜処理を行うことが困難
であり、水を加えて液の粘度を低下させ、製品液として取り出す際のフラックス値（リッ
トル／ｍ２ ・ｈｒ）を考慮し、好ましい粘度に調整すると共に、菌体と混在している有価
物を液中に拡散・希釈させて、膜処理を行うようにする。膜処理を利用して濃縮菌体中に
残留している有価物を回収する場合に用いられる装置としては、図５－（１）のバッチ式
と図６－（１）のような連続式がある。
【０００５】
図図５－（１）のバッチ式では、攪拌機構を備えた容器１内に、有価物が残留している濃
縮菌体を処理原液２としてバッチ式にて一定量供給し、これに連続的に洗浄水を添加する
。
洗浄工程では、容器内の液の一部をポンプ３を介して容器外に送り出し膜分離装置４に供
給し、回収した製品液を透過液（回収製品液）として分離し、膜分離の残りは容器１内へ
還流させる。このため回収製品液の分離に伴って容器１内の液量が減少し、液面レベルが
低下するので、容器内の液面を図示していない液面レベル計で監視し、一定の水位を維持
するように洗浄水が追加・供給される。このようにして濃縮菌体中の有価物は、大部分が
液中に移り、膜分離装置により透過液側に取り出される。
尚、図５－（１）の場合は、処理原液はバッチ方式で供給されるが、洗浄水が連続的に供
給されるため、厳密な意味ではバッチ式ではなく、いわゆるセミバッチ式の概念に分類さ
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れるものである。
【０００６】
液中の有価物を精製するために、膜処理設備を多段に設置して処理することは、例えば特
公昭５９－１８０８８号公報等に記載されているごとく、かなり以前から知られている。
図６－（１）は多段連続式の一例で、攪拌機構を備えた容器１と、容器１内の液の一部を
容器外に取り出すと共に液を循環させるためのポンプ３、および膜分離装置４をセットと
して、複数セット備え、この間の通液を直列多段に行うものである。
連続式は同一段数においては、セミバッチ式に比べると、製品（有価物）の回収効率が低
く、洗浄水の使用量が多くなるため、回収製品液中の有価物濃度が低くなり、その後工程
で製品（有価物）製造のための濃縮等にエネルギーを要することになる。
【０００７】
一方、染料工業、顔料工業、化学工業等において、製造工程で塩析操作が行われ、その後
に不純物となる塩分を除去する場合にも、前述の濃縮菌体中に残留している有価物を回収
する場合と原理的には同じことが行われている。すなわち、塩分を含んでいる染料原液等
に洗浄水を加えて、塩分を液中に拡散・希釈させた状態で、膜処理を行い塩分を除去して
いる。
濃縮菌体液中に残留している有価物を回収する場合と異なることは、膜処理によって透過
液側に移行するものが、有価物ではなく塩等の不純物であって、これらが原則的には廃棄
物として処理されることになり、膜処理により濃縮側の残留液となるものが、染料原液を
処理する場合には有価物（染料）であることである。
したがって、このような場合に膜処理を行うには、前述の従来の方法と同様に、セミバッ
チ式と連続式がある。しかしこれまでの方法では、洗浄水の量が多くなるために廃水量が
増大し、廃水処理設備が大規模となり、また透過液側に染料等の有価物が移行するために
染料等のロスが多く問題があった。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、発酵ブロス等から製品液（有価物含有液）を分離した後に、残された分離残渣
である濃縮菌体のように有価物が混在している処理原液から、有価物を回収する際の回収
率を改善し、できるだけ高濃度で有価物を分離・回収する方法、あるいは、染料原液等の
ように塩析により含まれる塩等の不純物を除去する際の除去率を改善し、有価物に残存す
る塩等の不純物を少なくして分離・回収する方法を提供するものである。
また、本発明では、使用する水等の洗浄媒液の使用量を低減し、廃水の量を少なくするこ
とが可能な、効率的で経済的な方法を提案するものである。
本発明の別の目的は、目的成分の回収率を良好にすることで経済性の向上を図ると共に、
回収製品液における有価物の濃度を高濃度とすることで、その後の製品とするために濃縮
等に要するスチーム等のエネルギーの低減を意図したものである。装置としては、連続式
のように設置に場所を要するものではなく、コンパクトで簡易なものを狙いとしている。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明は、目的成分を含有している処理原液を用い、該処理原液を貯留した容器内に洗浄
液を添加し混合しながら、膜処理によって目的成分を透過液側に移行させるセミバッチシ
ステムであって、別途用意された一または複数の目的成分濃度の異なる洗浄液を、目的成
分濃度の高い順番に洗浄に使用し、最終の洗浄には水等の洗浄媒液のみを使用する時間差
的な多段向流洗浄操作を行い、前記の洗浄操作に並行して膜処理を行うことを特徴とする
目的成分の分離・回収方法である。
さらには、前記の方法において、最も目的成分濃度の高い洗浄液を用いた際の膜処理によ
って得られる透過液を系外に取り出し、最終の水等の洗浄媒液のみを使用した洗浄の際の
膜処理によって残留液を得、途中の膜処理による透過液を洗浄液として利用することを特
徴とする処理原液を透過液と残留液とに分離する目的成分の分離・回収方法である。
上記の目的成分の分離・回収方法においては、目的成分である有価物を含有している処理

10

20

30

40

50

(3) JP 3694871 B2 2005.9.14



原液から、有価物を含む透過液を系外に取り出すケースと、目的成分と共に有価物を含有
している処理原液から、有価物を多く含む残留液を分離するケースとがある。
尚、各種の物質の洗浄等に水を用いることが多く、本発明においても洗浄媒液としては水
の利用が望ましい。
【００１０】
【作用】
本発明では、前記課題を解決するために製品（有価物）の回収率および塩分等の除去率を
考慮して、処理原液をバッチ式に供給し、洗浄液を連続的に供給するセミバッチ式を採用
し、洗浄工程に改良を加えたものである。すなわち、セミバッチ式の操作において、これ
までのように洗浄の開始時に水等の洗浄媒液を直接・大量に用いるのではなく、目的成分
濃度の異なる複数の洗浄液を準備しておき、目的成分濃度の高い順番に洗浄液として用い
、最終の洗浄には水等の洗浄媒液のみを使用するようにしたことが特徴である。
これにより、使用する水等の洗浄媒液の使用量を低減することができ、製品（有価物）の
回収率または塩分等の除去率を高めることができる。さらには、廃水の発生量を少なくす
ることが可能である。
尚、本発明では、膜を用いた洗浄操作において、有価物が透過液側に移行する場合と、塩
分のような不純物等が透過液側に移行し、濃縮される残留液側に有価物が残る場合がある
が、いずれの場合にも原理的には同じ現象として説明できる。
このため、本明細書では、膜分離操作によって透過液側に移行させる成分を目的成分と称
している。前者の例としては、発酵ブロスからアミノ酸等の有価物の回収が挙げられ、こ
の場合には透過液側にアミノ酸等を移行させており、処理原液中の目的成分と回収すべき
有価物とが一致しているケースである。後者の例となる染料原液等からの脱塩の場合には
、膜処理により透過液側に移行させるべき目的成分が塩分であり、残留液中に残る染料が
有価物ということになる。
【００１１】
本発明の操作について、発酵ブロス等からアミノ酸等の目的成分を回収する場合を例とし
て、図面を基に詳細に説明する。
図１は本発明を実施するための装置の一例で、３段処理の場合の説明図である。
図１の中央部にある容器Ａは、洗浄操作を行うための攪拌機構を備えており、別工程で発
酵原液から製品液（有価物含有液）を回収された後の濃縮液となっている処理原液と洗浄
液をこの容器に供給し、容器内で混合させながら、ポンプＰ－１で膜処理装置Ｇに送り、
ここで回収されるべき製品液は透過液側に移行する。一方、前記の膜処理によって透過さ
れずに残った分の液は、容器Ａへ戻される。
尚、この説明における処理原液は、発酵に使用された菌体の分離残渣と残留している有価
物（目的成分）と水からなり、流動性を有しスラリー状を呈することが普通である。
【００１２】
具体的な操作手順を、図１によって容器Ａが空の状態から説明する。
スタートの際には、弁ｉ，ｋ，ｌは開、その他の弁は全て閉の状態である。また、ポンプ
Ｐ－１は、膜分離装置の洗浄や故障等の際に停止するだけで、原則的には停止することは
なく、連続して稼働させている。これは、一旦ポンプＰ－１を停止すると、チキソトロピ
ー現象により液の粘度が増大し、膜分離装置につながっているポンプの再起動が困難にな
るおそれがあるためである。
この際にポンプＰ－１を連続稼働させるように、容器Ａ内にごく少量の液を残すようにし
てもよいし、制御系の操作によって容器Ａ内には液がほとんど残らないように制御するこ
とも可能である。
また、処理原液は容器Ｂに供給され貯留されるが、処理原液の容器Ｂへの供給は、連続的
であっても、間歇的であってもよい。
【００１３】
最初に弁ｎを開として、膜分離装置Ｇの分離膜にショックを与え破損することがないよう
に弁ａをゆっくりと開としながら、弁ｋをゆっくりと閉として、容器Ｂに貯留されている
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処理原液をポンプＰ－１を経由して供給し、膜分離装置内の残留液や配管内に残っている
目的成分濃度が低くほとんど固形物と水分となったホールドアップ分を容器Ａ内に押出す
ようにする。
この操作により、処理原液の供給に見合う分の液量が、容器Ａからオーバーフローして、
残留液貯槽に送り込まれ、ホールドアップ分と処理原液とが置換される。前述の置換操作
は、処理原液がホールドアップ分によって希釈され、本発明の効果が低下するようになる
ことを防止するために行うものである。
予めホールドアップ液量を実測しておき、それに見合った処理原液量を液面制御またはタ
イマーで制御して供給することで、ホールドアップ分の置換操作は完了する。
【００１４】
次いで、弁ｋを開、弁ｎを閉として、処理原液が供給され、容器Ａ内の液量が所定量に達
した時点で、弁ａは閉となる。
この後、弁ｌを閉、弁ｍを開とし、もしも予備濃縮を行う場合には、この状態で洗浄液を
加えずに、液を膜分離装置Ｇへ送って処理し、目的成分を透過液側に移行させる。予備濃
縮を行えばそれだけ洗浄液の量を低減できるため、この操作の適用は、全体の効率性を考
慮して決定すればよい。
【００１５】
次に、弁ｂを操作して中濃度洗浄液の供給を開始し、容器ＡからはポンプＰ－１を介して
膜分離装置Ｇへ液が送られて、膜処理され、高濃度の目的成分を含む透過液すなわち回収
製品液が分離され、回収製品液貯槽に送られる。膜処理により透過液が分離されると容器
Ａ内の液面が低下するために液面制御弁ＬＣが作動して、透過液量に見合う量の中濃度の
洗浄液が容器Ｃから容器Ａに補給される。このように目的成分濃度の高い洗浄液で洗浄す
ることにより、膜処理された透過液側の目的成分濃度を高め、水等の洗浄媒液の使用量が
少なくとも、目的成分（有価物）の高い回収率が実現できる。
尚、図１では容器Ａ内の攪拌装置を図示していないが、ポンプの稼働により、処理原液と
洗浄液との混合が十分に行うことが可能であれば攪拌装置を省略することは可能であるし
、他の攪拌装置を使用してもよいことは当然である。
【００１６】
容器Ｃが空になると、弁ｂ，弁ｍは閉、弁ｇ，弁ｃが開となり、容器Ｄから低濃度の洗浄
液が容器Ａに供給され、膜分離装置Ｇを透過した中濃度の透過液は、これを利用するため
容器Ｃに送られ中濃度の洗浄液として溜められる。
【００１７】
膜処理された透過液の容量が、供給された低濃度の透過液に相当する量になり、容器Ｄが
空になると、弁ｃ，弁ｇは閉、弁ｄ，弁ｆが開となり、最終の洗浄として容器Ｅの洗浄水
が容器Ａに供給され、膜分離装置Ｇを透過した低濃度の透過液が容器Ｄに送られ低濃度の
洗浄液として溜められる。
【００１８】
容器Ｅが空になると、弁ｄ，弁ｆは閉、弁ｅは開となり、洗浄水Ｗｍ３ と容器Ｂに貯留さ
れていた処理原液Ｖｍ３ との容積比であるＲ＝Ｗ／Ｖで定義されるＲ値により定められた
量の洗浄水が供給される。その後、弁ｈを開とし、洗浄工程を経て残された菌体等を主と
する残留液は、残留液貯槽に送られ、ポンプＰ－１による空引きを防止するために容器Ａ
に液が少し残るように容器Ａの底部のレベルスイッチＬＳまで液面が下がった時点で弁ｈ
を閉じる。尚、前記のＲ値は任意の値に設定することが可能であり、処理原液の特性、分
離・回収する目的成分の物性、処理時間等の操作条件や設計仕様等を考慮して決定すれば
よい。
また、膜分離装置としては、透過液側のホールドアップ分の極力少ない構造のものを用い
ることが望ましい。
上記のようにホールドアップ分を処理原液で置換する代わりに、ホールドアップ分と処理
原液を一旦混合し、洗浄液を加える前に予備濃縮し、その際の透過液を容器Ｃに送って洗
浄液として利用してもよい。尚、残溜液の排出に先立って、回収率を上げるために必要に
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応じて後濃縮を行ってもよい。
容器Ａがほぼ空になった時点で最初の状態に戻り、以後は同様のサイクルが繰返される。
【００１９】
本発明では、上述のように目的成分濃度の高い順に洗浄液が時間差をおいて順次供給され
ることと、途中の過程の透過液が次工程で洗浄に使用されることを併せ、本発明における
特徴であり、これを時間差的な多段向流洗浄操作と表現している。尚、膜処理装置Ｇを透
過した透過液を洗浄液として利用する際に、直接容器に戻すように説明したが、装置の設
計上の都合や、後工程の都合により、一旦貯留槽に入れてから、各洗浄液の容器に移すよ
うにしてもよいし、その際に濃度調整を行ってもよいことは当然である。
前述の図１では、洗浄液の目的成分濃度として、中濃度の洗浄液（容器Ｃ），低濃度の洗
浄液（容器Ｄ）および洗浄媒液の水のみ（容器Ｅ）の３段処理を説明したが、処理段数を
多くするほど理論的には洗浄液を少なくすることができる。しかしながら、処理段数を多
くすることは現実には困難な部分があるので、これに代えて、容器内に保持されている透
過液に濃度勾配をつけることによって、効率を改善することができる。
例えば、洗浄液を貯留している容器の壁面に沿って液をゆっくりと供給する、鎖に沿わせ
て液をゆっくりと貯留容器内に供給する、さらには貯留容器内を板により仕切る方法等を
適用したり、貯留容器を縦長にすることで実現可能である。
【００２０】
以上の説明から理解されるように、本発明で対象とする処理原液とは、発酵工業、製薬工
業、製糖工業、蛋白質アミノ酸工業、食品工業等において、目的成分である有価物を、各
種の固液分離工程を経て取り出した後に残ったもので、分離残渣等と共に目的成分を含む
ものや、染料工業、顔料工業、化学工業等において、塩析を経た不純物となる塩分等と共
に有価物を含むようなもの、さらにはそれらと類似のものである。本発明を適用すること
が可能な処理原液は、これまでの説明から当業者に容易に理解されるものである。
処理原液中の目的成分を分離・回収するために使用する膜分離装置としては、公知の各種
分離膜、例えば精密濾過膜、限外濾過膜、ルーズＲＯ膜（ナノフイルトレーション膜）等
を用いることができる。
【００２１】
洗浄媒液は、目的成分および処理原液の特性、物性等によって適宜選択することが望まし
く、各種の有機性，無機性の溶液が利用可能であり、水、アルコール、酸、アルカリ液等
を例示でき、多くの場合には水の使用が効果的で好ましいものである。また、洗浄媒液に
は、回収する有価物に悪影響を及ぼすことがなければ、凝集剤、分散剤、界面活性剤、ｐ
Ｈ調整剤、消泡剤等を添加し併用してもよい。
【００２２】
【発明の実施の形態】
次に実施例を挙げるが、本発明はこれに限定されるものではない。
【００２３】
実施例１
リジンを生産する能力のある微生物を培養することによりアミノ酸の一種であるリジンを
含有する発酵ブロスを得、精密濾過膜処理により発酵ブロスの５倍濃縮を行い、透過液側
に菌体を含有しない清澄なリジン含有液（製品液）を取り出した。前記膜処理により濃縮
液側に残る発酵ブロスの５倍濃縮液（リジン濃度６．８ｇ／ｄｌ）を、本発明の処理原液
として用いた。
本実施例では図１の装置を使い、限外濾過膜（日東電工（株）社製、ＮＴＵ－３２５０，
分画分子量；２０，０００）を用いて、前記処理原液５０リットルよりリジンの回収を行
った。尚、本実施例において処理原液中に含有されている目的成分は、有価物のリジンで
あり、洗浄媒液としては水を使用している。
【００２４】
図１の容器Ａ（内容積７リットル）に、容器Ｂに貯留されていたリジン濃度６．８ｇ／ｄ
ｌの処理原液５リットルを移し、ポンプＰ－１と容器Ａの液面制御弁ＬＣが作動している
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状態で、容器Ｃから処理原液５リットルの１．３３倍量（Ｒ＝１．３３）に相当するリジ
ン濃度２．３５ｇ／ｄｌの中濃度の洗浄液が容器Ａに徐々に供給され、容器Ａからはポン
プＰ－１を介して膜分離装置Ｇへ混合液が送られて、膜処理される。膜処理により透過液
側に取り出された回収製品液は、回収製品液貯槽に送られる。前記の回収製品液における
リジンの平均濃度は４．８１ｇ／ｄｌとなる。
この時には、液面制御弁ＬＣにより容器Ａ内の液量が一定容積に保つように、透過液量と
同一容量の中濃度の洗浄液が追加・供給される。（第１段階）
【００２５】
膜分離装置Ｇによって膜処理された透過液量が、供給された中濃度の洗浄液に相当する６
．６５リットルになり、容器Ｃが空になると、容器Ｄからリジン濃度０．８８ｇ／ｄｌの
低濃度の洗浄液６．６５リットルが容器Ａに徐々に供給され、膜分離装置Ｇを透過したリ
ジンの平均濃度２．３５ｇ／ｄｌの液は容器Ｃに送られ溜められる。この液は、次の洗浄
操作において、中濃度の洗浄液として利用される。（第２段階）
【００２６】
第２段階と同様に膜処理された透過液量が、供給された低濃度の透過液に相当する６．６
５リットルになり、容器Ｄが空になると、容器Ｅより最終の洗浄として６．６５リットル
の洗浄水が容器Ａに徐々に供給され、膜分離装置Ｇを透過したリジンの平均濃度０．８８
ｇ／ｄｌ濃度の液は容器Ｄに送られ溜められる。この液は、次の洗浄操作において、低濃
度の洗浄液として利用される。（第３段階）
６．６５リットルの洗浄水が供給されると、残された菌体等の残留物は、残留物貯槽に送
られる。この時の残留物中のリジン濃度は０．４２ｇ／ｄｌであった。
尚、全ての段階において、液面コントローラーにより容器Ａ内の液量を定められた一定容
積に保つように、膜分離装置の透過液量に相当する予め貯留されていた洗浄液及び洗浄水
が追加・供給される。
【００２７】
以上のサイクルを各バッチ毎に１０回繰返して、処理原液５０リットルをＲ＝１．３３の
条件で処理した。その結果、処理原液からの有価物であるリジンの回収率は９３．８％で
ある。
尚、上記の本発明の３段処理で使用された新しい洗浄水は、第３段階で使用された洗浄水
の合計６６．５リットルであり、中濃度と低濃度の洗浄液は透過液が順次入れ替わりつつ
洗浄液として再利用されている。
また、Ｒ値（＝洗浄水／処理原液）を種々変化させて、同様の膜処理を行った結果をまと
めて図３に◇印で示した。図３の横軸はＲ＝洗浄水／処理原液で示されるＲ値で、縦軸は
リジンの回収率である。
【００２８】
比較例１
比較のために、実施例１と同様の処理原液５０リットルを使用して、図５－（１）の装置
を用い、１段セミバッチ式によりリジンの回収を行った。尚、膜分離装置には実施例１と
同じ限外濾過膜を用いた。
容器１にリジン濃度６．８ｇ／ｄｌの処理原液５０リットルを仕込み、Ｒ＝２の条件で処
理した。すなわち、処理原液の２倍量の１００リットルの洗浄水を徐々に供給し、２．９
４ｇ／ｄｌのリジン含有液を回収した。その結果、残された菌体等の残留物中のリジン濃
度は０．９２ｇ／ｄｌであり、処理原液からのリジン回収率は８６．４％であった。
また、Ｒ値（＝洗浄水／処理原液）を種々変化させて、同様の膜処理を行った結果をまと
めて図３に□印で示した。
【００２９】
さらに比較のために図６－（１）の装置で、膜分離装置には実施例１と同じ限外濾過膜を
用いて、上記と同様の処理原液５０リットルを使用して、連続３段の向流処理を行いリジ
ン含有液を回収した。この場合には、Ｒ＝１．５の条件でリジンの回収率は８７．７％で
あった。また、Ｒ値（＝洗浄水／処理原液）を種々変化させて、同様の膜処理を行った結
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果をまとめて図３に△印で示した。
【００３０】
図３は、上記の実施例１，比較例１の結果を示したグラフであり、この図からも明らかな
ように、代表的な従来法である１段セミバッチ式や、３段連続向流処理に比べ、本発明の
方法は高い有価物回収率が得られることが判る。
しかも、本発明の方法による回収液中の有価物濃度が高く、新たに使用する洗浄水を少な
くすることができる。
【００３１】
本発明では、回収液中の有価物濃度が高いため、これから有価物を取り出すために、後工
程でスチーム等を使用して水分を蒸発させ濃縮する場合、従来の方法に比較してスチーム
等の使用量を節減でき、その経済的な効果にも大なるものがある。
【００３２】
実施例２
デキストラン（Ｄｅｘｔｒａｎ、分子量２百万）と塩化ナトリウム（ＮａＣｌ）の混合水
溶液を処理原液として、有価物であるデキストランを分離・回収し、不純物である塩化ナ
トリウムの除去を行った。尚、この場合には、膜処理により透過液側に取り出すべき処理
原液中の目的成分は、塩化ナトリウムであり、有価物であるデキストランは濃縮液側に回
収される。
実施例１と基本的な部分が同様な図２の装置で、実施例１と同じ限外濾過膜を用いて、ア
ミノ酸の回収と同様の操作手順により、処理原液であるデキストラン（２ｍｇ／ｄｌ）－
ＮａＣｌ（２ｇ／ｄｌ）混合水溶液から不純物であるＮａＣｌの除去を行った。尚、本実
施例は、洗浄媒液として水を使用した。
【００３３】
図２の容器Ａ（内容積７リットル）に、容器Ｂに貯留されていたＮａＣｌ濃度２ｇ／ｄｌ
の処理原液５リットルを移し、ポンプＰ－１と容器Ａの液面制御弁ＬＣが作動している状
態で、容器Ｃから処理原液５リットルの１．３３倍量（Ｒ＝１．３３）に相当するＮａＣ
ｌ濃度０．６９ｇ／ｄｌの中濃度の洗浄液（６．６５リットル）が容器Ａに徐々に供給さ
れ、容器ＡからはポンプＰ－１を介して膜分離装置Ｇへ混合液が送られて、膜処理される
。膜処理により透過液側に取り出されたＮａＣｌ含有透過液は、廃液槽に送られる。前記
のＮａＣｌ含有透過液のＮａＣｌ平均濃度は１．４２ｇ／ｄｌであった。
この時には、液面制御弁ＬＣにより容器Ａ内の液量が一定容積を保つように、透過液量と
同一容量の中濃度の洗浄液が追加・供給される。（第１段階）
【００３４】
膜分離装置Ｇによって膜処理された透過液量が、供給された中濃度の洗浄液に相当する６
．６５リットルになり、容器Ｃが空になると、容器ＤからＮａＣｌ濃度０．２６ｇ／ｄｌ
の低濃度の洗浄液６．６５リットルが容器Ａに徐々に供給され、膜分離装置Ｇを透過した
ＮａＣｌの平均濃度０．６９ｇ／ｄｌの液は容器Ｃに送られ溜められる。この液は、次の
洗浄操作において、中濃度の洗浄液として利用される。（第２段階）
【００３５】
第２段階と同様に膜処理された透過液量が、供給された低濃度の洗浄液に相当する６．６
５リットルになり、容器Ｄが空になると、容器Ｅより最終の洗浄として６．６５リットル
の洗浄水のみが容器Ａに徐々に供給され、膜分離装置Ｇを透過したＮａＣｌの平均濃度０
．２６ｇ／ｄｌ濃度の液は容器Ｄに送られ溜められる。この液は、次の洗浄操作において
、低濃度の洗浄液として利用される。（第３段階）
６．６５リットルの洗浄水が供給されると、デキストランを含む残留物は製品として、回
収製品貯槽に送られる。この時の製品中のＮａＣｌ濃度は０．１２ｇ／ｄｌであった。
尚、全ての段階において、液面コントローラーにより容器Ａ内の液量を定められた一定容
積に保つように、膜分離装置の透過液量に相当する予め貯留されていた洗浄液及び洗浄水
が追加・供給される。
【００３６】
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以上のサイクルを各バッチ毎に１０回繰返して、処理原液５０リットルをＲ＝１．３３の
条件で処理した。その結果、処理原液（デキストラン－ＮａＣｌ混合水溶液）からの不純
物であるＮａＣｌの除去率は９３．２％であった。
尚、上記の本発明の３段処理で使用された新しい洗浄水は、第３段階で使用された洗浄水
の合計６６．５リットルであり、中濃度と低濃度の洗浄液は透過液が順次入れ替わりつつ
洗浄液として再利用されている。
また、Ｒ値（＝洗浄水／処理原液）を種々変化させて、同様の膜処理を行った結果をまと
めて図４に◇印で示した。図４の横軸はＲ＝洗浄水／処理原液で示されるＲ値で、縦軸は
不純物除去率である。
【００３７】
比較例２
比較のために、実施例２と同様の処理原液（デキストラン－ＮａＣｌ混合水溶液）５０リ
ットルを使用して、図５－（２）の装置を用い、１段セミバッチ式によりＮａＣｌの除去
を行った。尚、膜分離装置には実施例１と同じ限外濾過膜を用いた。
容器１にデキストラン（２ｍｇ／ｄｌ）－ＮａＣｌ（２ｇ／ｄｌ）混合水溶液の処理原液
５０リットルを仕込み、Ｒ＝２の条件で処理した。すなわち、処理原液の２倍量の１００
リットルの洗浄水を徐々に供給し、不純物濃度の低いデキストラン含有液を回収した。そ
の結果、回収されたデキストラン含有液中のＮａＣｌ濃度は０．２７ｇ／ｄｌであり、処
理原液からの不純物除去率は８５．５％であった。
また、Ｒ値（＝洗浄水／処理原液）を種々変化させて、同様の膜処理を行った結果をまと
めて図４に□印で示した。
【００３８】
さらに比較のために、図６－（２）の装置で、膜分離装置には実施例１と同じ限外濾過膜
を用いて、上記と同様の処理原液５０リットルを使用して、連続３段の向流処理を行った
。Ｒ＝１．５の条件で不純物であるＮａＣｌの除去を行ったところ、不純物除去率は８７
．２％であった。また、Ｒ値（＝洗浄水／処理原液）を種々変化させて、同様の膜処理を
行った結果をまとめて図４に△印で示した。
【００３９】
図４は、上記の実施例２，比較例２の結果を示したグラフであり、この図からも明らかな
ように、代表的な従来法である１段セミバッチ式や、３段連続向流処理に比べ、本発明の
方法は高い不純物除去率が得られることが判る。
しかも、本発明の方法による回収液中の有価物濃度が高く、新たに使用する洗浄水を少な
くすることができる点で優れている。
【００４０】
【発明の効果】
本発明の方法によれば、発酵ブロス等から製品液（有価物含有液）を分離した後に、残さ
れた分離残渣である濃縮菌体と共に残留している有価物を回収する際の回収率を改善し、
高濃度の有価物含有液を回収することができる。あるいは、染料原液等のように含まれる
塩等の不純物を除去する際の除去率を改善し、有価物に残存する塩等の不純物を少なくし
て分離・回収することができる。
【００４１】
また、本発明では、使用する水等の洗浄媒液の使用量が低減できると共に、廃水の量を少
なくできるため、効率的で経済的な方法である。
本発明では、回収液中の有価物が高濃度であり、その後の工程で濃縮等に要するスチーム
等のエネルギーの節減ができ、その効果も大きなものである。最も普通の連続式膜処理に
改良が加えられ、最近普及し始めた方式である一段セミバッチ式に比べて、本発明の場合
にはスチーム代を半分に低減することが可能である。
さらには、システム全体として有価物回収率が良好になるため、排出される排液中の有機
物等を低減することになり、その後の排水処理の負担の軽減に寄与することは、当業者に
とって容易に理解できるところである。
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装置としても、連続式に比べ設置場所が少なく、コンパクトで簡易なものとすることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に用いる装置の一例を示す概略図である。
【図２】本発明に用いる装置の一例を示す概略図である。
【図３】Ｒ値とリジン回収率との関係を示すグラフである。
【図４】Ｒ値と不純物除去率との関係を示すグラフである。
【図５】従来法のセミバッチ式の処理装置の説明図である。
【図６】従来法の多段連続向流式の装置の説明図である。
【符号の説明】
１　　容器
２　　処理原液
３　　ポンプ
４　　膜分離装置
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ　　容器
ａ，ｂ，ｃ，ｄ，ｅ，ｆ，ｇ，ｈ，ｉ，ｋ，ｌ，ｍ，ｎ　　弁
Ｐ－１，２　　ポンプ
Ｇ　　膜分離装置
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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